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 令和 7 年 12 月 1 日 

 



令和 7 年 12 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 75 号 浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

議案第 76 号 浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について 

議案第 77 号 浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例について 

議案第 78 号 浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について 

議案第 79 号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 80 号 浜田市坂根正弘奨学基金条例の制定について 

議案第 81 号 浜田市益井俊雄奨学基金条例の制定について 

議案第 82 号 浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

議案第 83 号 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例等の一部を改正する条例について 

議案第 84 号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

議案第 85 号 浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 86 号 浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について 

議案第 87 号 浜田市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第 88 号 指定管理者の指定について（浜田市有料駐車場） 

議案第 89 号 指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

議案第 90 号 指定管理者の指定について（浜田市かなぎウェスタンライディングパー

ク） 

議案第 91 号 指定管理者の指定について（浜田市ふるさと体験村施設） 

議案第 92 号 指定管理者の指定について（浜田市三隅特産品展示販売センター） 

議案第 93 号 市道路線の廃止について（小国 47 号線） 

議案第 94 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 6号） 

同意第 9 号 浜田市農業委員会委員の任命について 

 

報 告 

報告第 21 号 浜田市行財政改革大綱の実施期間の変更について 

報告第 22 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 23 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 24 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 
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議案第 75 号 

 

浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

浜田市附属機関設置条例（平成 17 年浜田市条例第 18 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表市長の部浜田市男女共同参画推進委員会の項の次に次のように加え

る。 

浜 田 市 奨

学 金 審 査

委員会 

市長の諮問に応

じ、浜田市奨学

金、山藤功奨学金

及び益井俊雄奨

学金の認定等に

関し必要な事項

を審議すること。 

識見者 3人

以内 

教 育 関 係

者 2人以内 

2 年 

ただし、

再任を妨

げない。 

委 員 の

半 数 以

上 

出 席 委

員 の 過

半数 

別表教育委員会の部浜田市奨学金審査委員会の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 76 号 

 

浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 

浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年

浜田市条例第 51 号）の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 4 項中「前 2 項」を「第 2 項」に改める。 

別表第 1 中 3 の項を 4 の項とし、2 の項を 3 の項とし、1 の項を 2 の項と

し、同項の前に次のように加える。 

1  市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能の

うち住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をい

う。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理するも

の（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登

外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第 2 中 4 の項を 5 の項とし、同表 3 の項中 

「   

を 

 ⑴ 地方税関係情報 

⑵ 生活保護関係情報 

⑶ 外国人生活保護関係情報 

⑷ 医療保険給付関係情報 

 

  」 

「   

に改め、同項を同表 4 の項とし、 

 ⑴ 住登外者宛名情報 

⑵ 地方税関係情報 

⑶ 生活保護関係情報 

⑷ 外国人生活保護関係情報 

⑸ 医療保険給付関係情報 

 

  」 

同表中 2 の項を 3 の項とし、同表 1 の項中 

「   

を 

 ⑴ 地方税関係情報 

⑵ 生活保護関係情報 

⑶ 外国人生活保護関係情報 

⑷ 医療保険給付関係情報 

 

  」 
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「   

に改め、同項を同表 2 の項とし、 

 ⑴ 住登外者宛名情報 

⑵ 地方税関係情報 

⑶ 生活保護関係情報 

⑷ 外国人生活保護関係情報 

⑸ 医療保険給付関係情報 

 

  」 

同項の前に次のように加える。 

1  市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

別表第 2 に次のように加える。 

6  市長 市長が行う法別表の下欄

に掲げる事務であって規

則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

別表第 2 備考中第 4 号を第 5 号とし、第 1 号から第 3 号までを 1 号ずつ繰

り下げ、同表備考に第 1 号として次の 1 号を加える。 

⑴ 住登外者宛名情報 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の

情報の管理に関する情報をいう。次表において同じ。 

別表第 3 に次のように加える。 

2  教育

委員会 

住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの 

附 則 

この条例は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 
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議案第 77 号 

 

浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市まちづくりセンター条例の一部を改正する条例 

 

浜田市まちづくりセンター条例（令和 2 年浜田市条例第 41 号）の一部を次

のように改正する。 

第 2 条第 1 項の表石見まちづくりセンターの項の次に次のように加える。 

石見まちづくりセンター長沢サブ

センター 

浜田市長沢町 3016 番地 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 6 日から施行する。 

（準備行為） 

2  この条例の施行の日以後の使用に係る石見まちづくりセンター長沢サブ

センターの使用の許可その他その運営に関し必要な行為は、同日前におい

ても行うことができる。 
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議案第 78 号 

 

浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

浜田市印鑑条例（平成 17 年浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正

する。 

第 4 条第 2 項中「の備考欄」を削り、「カタカナ」を「片仮名」に改める。 

第 7 条第 3 項中「汚損又はき損した」を「汚損し、又は毀損した」に、「再

交付」を「引換交付」に改める。 

第 10 条第 6 号中「カタカナ」を「片仮名」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 
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議案第 79 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

第 2 条第 25 号中「500 円」を「620 円」に改め、同条第 31 号ア中「17,700

円」を「18,800 円」に改め、同号イ中「11,100 円」を「11,700 円」に改め、

同条第 44 号の 2 中「第 137 条の 12 第 6 項」を「第 137 条の 12 第 11 項」に

改め、同条第 44 号の 3 中「第 137 条の 12 第 7 項」を「第 137 条の 12 第 12

項」に改め、同条第 48 号及び第 49 号中「3,000 円」を「3,170 円」に改め、

同条第 53 号中「第 11 条第 1 項」の次に「及び第 12 条第 2 項」を加え、「次

号から第 57 号まで」を「次号、第 57 号」に、「次号から第 56 号まで及び別

表第 11 から別表第 14 まで」を「次号、別表第 11 及び別表第 12」に改め、

同条第 54 号中「第 11 条第 2 項」の次に「及び第 12 条第 3 項」を加え、同条

第 55 号及び第 56 号を次のように改める。 

(55)及び(56) 削除 

第 2 条第 62 号中「完了通知」の次に「（住宅の品質確保の促進等に関する

法律施行規則（平成 12 年建設省令第 20 号）第 5 条第 1 項に規定する建設住

宅性能評価（特定建築行為（建築物省エネ法第 11 条第 1 項に規定する特定建

築行為をいう。）に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住

宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の建設住宅性能評

価に限る。）を受けた住宅の完了検査申請又は完了通知を除く。）」を加える。 

第 7 条第 1 項中「第 55 号から第 57 号まで」を「第 57 号」に改める。 

別表第 1 第 1 項第 1 号ア中「9,080 円」を「9,600 円」に改め、同号イ中

「2 万 3,600 円」を「2 万 6,000 円」に改め、同号ウ中「4 万 5,600 円」を「4

万 9,400 円」に改め、同号エ中「9 万 1,700 円」を「9 万 8,900 円」に改め、

同号オ中「13 万 7,000 円」を「14 万 8,000 円」に改め、同号カ中「18 万 2,000

円」を「19 万 5,000 円」に改め、同号キ中「23 万 4,000 円」を「25 万円」

に改め、同号ク中「31 万 9,000 円」を「34 万 1,000 円」に改め、同項第 2 号

ア中「1 万 3,600 円」を「1 万 6,100 円」に改め、同号イ中「3 万 2,000 円」

を「3 万 4,000 円」に改め、同号ウ中「6 万 8,600 円」を「7 万 3,900 円」に

改め、同号エ中「13 万円」を「14 万円」に改め、同号オ中「21 万 1,000 円」

を「22 万 7,000 円」に改め、同号カ中「28 万 6,000 円」を「30 万 7,000 円」

に改め、同号キ中「36 万円」を「39 万 3,000 円」に改め、同号ク中「50 万

8,000 円」を「55 万円」に改め、同項第 3 号ア中「9 万 1,700 円」を「9 万
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8,900 円」に改め、同号イ中「14 万 1,000 円」を「15 万 4,000 円」に改め、

同号ウ中「20 万 2,000 円」を「21 万 8,000 円」に改め、同号エ中「27 万 7,000

円」を「30 万円」に改め、同号オ中「41 万 6,000 円」を「45 万 1,000 円」

に改め、同号カ中「53 万 8,000 円」を「58 万円」に改め、同号キ中「69 万

6,000 円」を「74 万 9,000 円」に改め、同号ク及び同表第 2 項中「92 万円」

を「98 万 8,000 円」に改め、同項第 3 号中「1 万 700 円」を「1 万 1,800 円」

に改め、同表第 3 項中「4 万 9,100 円」を「5 万 3,500 円」に改め、同表第 4

項中「2 万 8,200 円」を「3 万 100 円」に改め、同表第 5 項第 1 号及び第 2 号

ア中「1,830 円」を「1,960 円」に改め、同号イ中「2,710 円」を「2,850 円」

に改め、同項第 3 号中「1 万 7,000 円」を「1 万 8,100 円」に改める。 

別表第 3 中「14 万 1,000 円」を「15 万 1,000 円」に、「20 万 2,000 円」を

「21 万 8,000 円」に、「27 万 5,000 円」を「29 万 4,000 円」に、「41 万 5,000

円」を「44 万 5,000 円」に、「54 万 7,000 円」を「58 万 5,000 円」に、「70

万 1,000 円」を「74 万 9,000 円」に、「92 万 5,000 円」を「98 万 8,000 円」

に改める。 

別表第 4 中「6,210 円」を「6,670 円」に、「8,620 円」を「9,060 円」に、

「13,000 円」を「14,500 円」に、「43,000 円」を「46,800 円」に改める。 

別表第 5 中「8,600 円」を「9,050 円」に、「15,600 円」を「16,600 円」に、

「24,700 円」を「26,500 円」に、「26,900 円」を「28,900 円」に、「35,500

円」を「38,100 円」に、「63,700 円」を「68,600 円」に、「107,000 円」を

「115,000 円」に改める。 

別表第 6 中「21,000 円」を「21,900 円」に、「32,000 円」を「33,400 円」

に、「41,000 円」を「43,700 円」に、「44,000 円」を「46,800 円」に、「55,000

円」を「59,000 円」に、「64,000 円」を「68,400 円」に改める。 

別表第 6 の 2 中「30,000 円」を「33,100 円」に、「40,000 円」を「43,300

円」に、「43,000 円」を「46,300 円」に、「53,000 円」を「57,700 円」に、

「61,000 円」を「66,400 円」に改める。 

別表第 6 の 3 中「29,700 円」を「31,800 円」に、「38,500 円」を「41,400

円」に、「39,800 円」を「42,800 円」に、「46,600 円」を「50,100 円」に、

「47,600 円」を「51,200 円」に改める。 

別表第 7 第 1 項中「45,000 円」を「47,800 円」に、「12,000 円」を「12,700

円」に改め、同表第 2 項中「104,000 円」を「112,000 円」に、「22,000 円」

を「23,300 円」に改め、同表第 3 項中「67,000 円」を「71,700 円」に、「18,000

円」を「19,100 円」に改め、同表第 4 項中「157,000 円」を「169,000 円」
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に、「33,000 円」を「35,000 円」に改める。 

別表第 8 第 1 項中「6,000 円」を「6,350 円」に改め、同表第 2 項中「104,000

円」を「112,000 円」に、「22,000 円」を「23,300 円」に改め、同表第 3 項

中「34,000 円」を「35,800 円」に、「9,000 円」を「9,550 円」に改め、同表

第 4 項中「157,000 円」を「169,000 円」に、「33,000 円」を「35,000 円」に

改める。 

別表第 9 第 1 項第 1 号ア中「34,000 円」を「36,100 円」に改め、同表第 2

項第 1 号中「225,000 円」を「241,000 円」に改め、同項第 2 号中「86,000

円」を「92,100 円」に改め、同項第 3 号中「67,000 円」を「71,900 円」に

改め、同項第 4 号中「32,000 円」を「34,200 円」に改め、同項第 5 号中「50,000

円」を「53,000 円」に改める。 

別表第 10 第 1 項第 1 号ア中「17,000 円」を「18,000 円」に改め、同表第

2 項を次のように改める。 

2  非住宅建築物、共同住宅等

又は複合建築物に係る計画

の変更の認定を受けようと

する場合（計画の変更に係る

部分（床面積の増加に係る部

分を除く。）の床面積の 2 分

の 1 の面積と当該計画の変

更に係る部分の面積のうち

床面積の増加に係る部分の

床面積との合計（以下この項

において「計画の変更に係る

部分の床面積の合計」とい

う。）が 300 ㎡以内のものに

限る。） 

 前表第 2 項に定める額（この場合

において、同項中「計画の認定」

とあるのは「計画の変更の認定」

と、「床面積の合計」とあるのは

「計画の変更に係る部分の床面

積の合計」と、「非住宅基準適合

証」とあるのは「変更後の計画に

係る非住宅基準適合証」と、「住

宅基準適合証等」とあるのは「変

更後の計画に係る住宅基準適合

証等」と読み替えるものとする。） 

別表第 11 中「（民間建築物）」を削り、同表第 1 項中「又は工場等部分を有

する建築物」を「、工場等部分を有する建築物又は複合建築物（非住宅部分

又は工場等部分に限って計画の適合性判定を受けようとする場合に限る。）」

に、「複合建築物に」を「複合建築物（非住宅部分又は工場等部分に限って計

画の適合性判定を受けようとする場合を除く。）に」に改め、同項第 1 号中

「224,000 円」を「241,000 円」に改め、同項第 3 号中「86,000 円」を「92,100

円」に改め、同項第 5 号中「67,000 円」を「71,900 円」に改め、同項第 6 号
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中「32,000 円」を「34,200 円」に改め、同項第 7 号中「50,000 円」を「53,000

円」に改め、同表第 2 項第 1 号ア中「34,000 円」を「36,100 円」に改め、同

号イ中「37,000 円」を「39,800 円」に改め、同項第 3 号ア中「25,000 円」

を「26,900 円」に改める。 

別表第 12 中「（民間建築物）」を削り、同表第 1 項を次のように改める。 

1  計画の変更の適合性判定

を受けようとする建築物が

非住宅部分を有する建築物、

工場等部分を有する建築物、

共同住宅等又は複合建築物

である場合（計画の変更に係

る部分（床面積の増加に係る

部分を除く。）の床面積の 2

分の 1 の面積と当該計画の

変更に係る部分の面積のう

ち床面積の増加に係る部分

の床面積との合計（以下この

項において「計画の変更に係

る部分の床面積の合計」とい

う。）が 300 ㎡以内のものに

限る。） 

 前表第 1 項に定める額（この場合

において、同項中「計画の適合性

判定」とあるのは「計画の変更の

適合性判定」と、「床面積の合計」

とあるのは「計画の変更に係る部

分の床面積の合計」と読み替える

ものとする。） 

別表第 12 第 2 項第 1 号ア中「17,000 円」を「18,000 円」に改める。 

別表第 13 及び別表第 14 を次のように改める。 

別表第 13 及び別表第 14 削除 

別表第 15 第 1 項を次のように改める。 
   

1  書面の交付を求めようと

する建築物が非住宅部分を

有する建築物、工場等部分を

有する建築物、共同住宅等又

は複合建築物である場合（計

画の軽微な変更に係る部分

（床面積の増加に係る部分

を除く。）の床面積の 2 分の

 別表第 11 第 1 項に定める額（こ

の場合において、同項中「計画の

適合性判定を受けようとする」と

あるのは「書面の交付を求めよう

とする」と、「床面積の合計」と

あるのは「軽微な変更に係る部分

の床面積の合計」と読み替えるも

のとする。） 
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1 の面積と当該計画の軽微

な変更に係る部分の面積の

うち床面積の増加に係る部

分の床面積との合計（以下こ

の項において「軽微な変更に

係る部分の床面積の合計」と

いう。）が 300 ㎡以内のもの

に限る。） 
   

別表第 15 第 2 項第 1 号ア中「17,000 円」を「18,000 円」に改める。 

別表第 16 第 1 項第 1 号中「及び次表において同じ。）を」を「において同

じ。）を」に改め、同号ア中「224,000 円」を「241,000 円」に改め、「及び次

表」を削り、同号イ中「86,000 円」を「92,100 円」に改め、同号ウ中「67,000

円」を「71,900 円」に改め、同号エ中「32,000 円」を「34,200 円」に改め、

同号オ中「50,000 円」を「53,000 円」に改め、同項第 2 号ア（ア）中「34,000

円」を「36,100 円」に改め、同号ア（イ）中「37,000 円」を「39,800 円」に

改め、同号ウ（ア）中「25,000 円」を「26,900 円」に改める。 

別表第 17 第 1 項第 1 号を次のように改める。 

⑴ 計画の変更の認定を受

けようとする建築物が非

住宅建築物、共同住宅等又

は複合建築物である場合

（計画の変更に係る部分

（床面積の増加に係る部

分を除く。）の床面積の 2

分の 1 の面積と当該計画

の変更に係る部分の面積

のうち床面積の増加に係

る部分の床面積との合計

（以下この項において「計

画の変更に係る部分の床

面積の合計」という。）が

300 ㎡ 以 内 の も の に 限

る。） 

 前表第 1 項第 1 号に定める額（こ

の場合において、同号中「計画の

認定」とあるのは「計画の変更の

認定」と、「床面積の合計」とあ

るのは「計画の変更に係る部分の

床面積の合計」と読み替えるもの

とする。） 

別表第 17 第 1 項第 2 号ア（ア）中「17,000 円」を「18,000 円」に改める。 
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別表第 18 第 2 項第 1 号中「23,000 円」を「24,400 円」に改め、同項第 2

号中「36,000 円」を「38,400 円」に改める。 

別表第 19 第 3 項第 2 号中「16,000 円」を「17,100 円」に改め、同項第 3

号中「26,000 円」を「27,900 円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 2 条第 44 号

の 2、第 44 号の 3 及び第 62 号の改正規定並びに附則第 3 項の規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の浜

田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請に係

る手数料について適用し、同日前に受け付けた申請に係る手数料について

は、なお従前の例による。 

3  この条例による改正後の第 2 条第 62 号の規定は、附則第 1 項ただし書

に規定する施行の日以後に受け付けた申請に係る手数料について適用し、

同日前に受け付けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第 80 号 

 

浜田市坂根正弘奨学基金条例の制定について 

 

浜田市坂根正弘奨学基金条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市坂根正弘奨学基金条例 

 

（設置） 

第 1 条 坂根正弘氏から寄附を受けた有価証券等をもって坂根正弘奨学金に

充てるため、浜田市坂根正弘奨学基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第 2 条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。 

⑴ 寄附を受けた有価証券 

⑵ 指定寄附金 

⑶ 基金の運用から生じる収益金 

⑷ その他予算に計上する額 

（管理） 

第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

2  基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。 

（運用益金の処理） 

第 4 条 第 2 条第 3 号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出

予算に計上して、この基金に繰り入れるほか、第 1 条の目的達成に必要な

財源に充てることができる。 

（繰替運用） 

第 5 条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。 

（処分） 

第 6 条 基金は、第 1 条に定める目的に充てる場合に限り、処分することが

できる。 

（その他） 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 81 号 

 

浜田市益井俊雄奨学基金条例の制定について 

 

浜田市益井俊雄奨学基金条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市益井俊雄奨学基金条例 

 

（設置） 

第 1 条 故益井俊雄氏の遺志により受けた寄附金をもって益井俊雄奨学金に

充てるため、浜田市益井俊雄奨学基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第 2 条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。 

⑴ 指定寄附金 

⑵ 基金の運用から生じる収益金 

⑶ その他予算に計上する額 

（管理） 

第 3 条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

2  基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。 

（運用益金の処理） 

第 4 条 第 2 条第 2 号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出

予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第 5 条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。 

（処分） 

第 6 条 基金は、第 1 条に定める目的に充てる場合に限り、処分することが

できる。 

（その他） 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 82 号 

 

浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

浜田市子ども医療費助成条例（平成 17 年浜田市条例第 127 号）の一部を次

のように改正する。 

第 2 条第 1 項第 1 号中「満 6 歳」を「満 18 歳」に改め、同項中第 2 号及び

第 3 号を削り、第 4 号を第 2 号とする。 

第 3 条第 1 項各号列記以外の部分中「前条第 1 項第 4 号」を「前条第 1 項

第 2 号」に改め、同項第 1 号中「又は第 2 号」を削り、同項第 2 号を削り、

同項第 3 号中「前条第 1 項第 4 号」を「前条第 1 項第 2 号」に改め、同号を

同項第 2 号とする。 

第 4 条第 1 項中「から第 3 号まで」を削り、同条第 2 項を削る。 

第 5 条中「から第 3 号まで」を削る。 

第 6 条第 1 項中「から第 3 号まで」を削り、同条第 2 項中「第 2 条第 1 項

第 4 号」を「第 2 条第 1 項第 2 号」に改める。 

第 10 条中「から第 3 号まで」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市子ども医療費助成条例の規定は、この条

例の施行の日以後に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日

前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。 
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議案第 83 号 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例等の一部を改正する条例について 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例等の一部を改正する条例 

 

(浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の一部改正) 

第 1 条 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例（平成 26 年浜田市条例第 32 号）の一部を次のように改正する。 

第 25 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号（幼保連携

型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども

園法第 27 条の 2 第 1 項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員に

あっては、学校教育法第 28 条第 2 項において準用する認定こども園法第

27 条の 2 第 1 項各号）」に改める。 

(浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正) 

第 2 条 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成

26 年浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

第 13 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改め

る。 

第 24 条第 2 項中「修了した保育士」の次に「（島根県が法第 18 条の 27

第 1 項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）

である場合は、保育士又は島根県の区域に係る法第 18 条の 29 に規定する

地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。 

第 30 条第 1 項、第 32 条第 1 項、第 45 条第 1 項及び第 48 条第 1 項中

「保育士」の次に「（島根県が認定地方公共団体である場合は、保育士又は

島根県の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

(浜田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正) 

第 3 条 浜田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和 7 年浜田市条例第 31 号）の一部を次のように改正する。 

第 13 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改め

る。 

第 22 条第 1 項中「保育士」の次に「（島根県が法第 18 条の 27 第 1 項に

規定する認定地方公共団体である場合は、保育士又は島根県の区域に係る

法第 18 条の 29 に規定する地域限定保育士。以下この条において同じ。）」
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を加える。 

（浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正） 

第 4 条 浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

（平成 26 年浜田市条例第 34 号）の一部を次のように改正する。 

第 11 条第 3 項第 1 号中「保育士」の次に「（島根県が法第 18 条の 27 第

1 項に規定する認定地方公共団体である場合は、保育士又は島根県の区域

に係る法第 18 条の 29 に規定する地域限定保育士）」を加える。 

第 13 条中「第 33 条の 10 各号」を「第 33 条の 10 第 1 項各号」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 84 号 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成 26 年

浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

第 18 条第 2 項を次のように改める。 

2  家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条

又は第 13 条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断

等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないこと

ができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左

欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の児童相談所等における利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 85 号 

 

浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市火入れに関する条例（平成 17 年浜田市条例第 197 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 13 条中「又は」の次に「林野火災に関する注意報若しくは」を加える。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 
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議案第 86 号 

 

浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例 

 

浜田市工場誘致条例（平成 17 年浜田市条例第 209 号）の一部を次のように

改正する。 

第 2 条第 3 号中「第 6 条の 3 第 14 項」を「第 6 条の 3 第 19 項」に、「第

28 条の 9 第 15 項」を「第 28 条の 9 第 20 項」に改める。 

第 5 条第 1 項中「第 12 条第 1 項」を「第 12 条第 4 項」に、「第 45 条第 1

項」を「第 45 条第 3 項」に改め、「（物品の製造業又は農林水産物等販売業の

用に供するものに限る。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行し、令和 7 年 1 月 1 日から適用する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市工場誘致条例の規定は、令和 7 年 1 月 1

日以後に同条例第 5 条第 1 項に規定する設備の取得等をした者に係る同項

に規定する機械及び装置若しくは建物又はその敷地である土地に対する

固定資産税の課税の免除について適用し、同日前にこの条例による改正前

の浜田市工場誘致条例第 5 条第 1 項に規定する設備の取得等をした者に係

る同項に規定する機械及び装置若しくは建物又はその敷地である土地に

対する固定資産税の課税の免除については、なお従前の例による。 
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議案第 87 号 

 

浜田市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

浜田市火災予防条例（平成 17 年浜田市条例第 255 号）の一部を次のように

改正する。 

目次中 

「   

を 
 第 3 章の 2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第

29 条の 2―第 29 条の 7） 

 

  」 

「   

に 

 第 3 章の 2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第

29 条の 2―第 29 条の 7） 

第 3 章の 3 林野火災の予防（第 29 条の 8・第 29 条の 9） 

 

  」 

改める。 

第 29 条中「警報」の次に「（法第 22 条第 3 項に規定する火災に関する警報

をいう。以下同じ。）」を加える。 

第 3 章の 2 の次に次の 1 章を加える。 

第 3 章の 3 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第 29 条の 8 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野

火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する

注意報を発することができる。 

2  前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまで

の間、市の区域内に在る者は、第 29 条各号に定める火の使用の制限に従う

よう努めなければならない。 

3  市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使

用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限） 

第 29 条の 9 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発し

たときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第 29 条各号に定める火の

使用の制限の対象となる区域を指定することができる。 

第 42 条の 3 第 1 項第 3 号中「第 45 条」を「第 45 条第 1 項」に改める。 
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第 45 条第 1 号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加え、同条に次の

1 項を加える。 

2  消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象とな

る期間及び区域を指定することができる。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。 
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議案第 88 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市有料駐車場） 

 

浜田市有料駐車場の管理について、指定管理者の指定をしたいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市有料駐車場 

指定管理者 住 所：浜田市港町 299 番地 17 

名 称：浜田ビルメンテナンス株式会社 

代表者：代表取締役 石 井 信 幸 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 89 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市あさひやすらぎの家） 

 

浜田市あさひやすらぎの家の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市あさひやすらぎの家 

指定管理者 住 所：浜田市旭町本郷 362 番地 6 

名 称：社会福祉法人旭福祉会 

代表者：理事長 大 倉 美知男 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 90 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市かなぎウェスタンライディングパ

ーク） 

 

浜田市かなぎウェスタンライディングパークの管理について、指定管理者

の指定をしたいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市かなぎウェスタンライディングパーク 

指定管理者 住 所：浜田市金城町七条ハ 559 番地 2 

名 称：社会福祉法人いわみ福祉会 

代表者：理事長 室 崎 富 恵 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 91 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市ふるさと体験村施設） 

 

浜田市ふるさと体験村施設の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市ふるさと体験村施設 

指定管理者 住 所：浜田市弥栄町木都賀イ 506 番地 8 

名 称：株式会社やさかプロダクツ 

代表者：代表取締役 太 田 章 彦 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 92 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市三隅特産品展示販売センター） 

 

浜田市三隅特産品展示販売センターの管理について、指定管理者の指定を

したいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市三隅特産品展示販売センター 

指定管理者 住 所：浜田市三隅町岡見 6198 番地 5 

名 称：Ｃｒｅａｔｅ Ｆｏｕｎｄ 共同企業体 

代表者：株式会社 Ｓ．Ｆｏｕｎｄ 

    代表取締役 山 本 晴 代 

指定の期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 93 号 

 

市道路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法第 10 条第 3 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 



起       点

終       点

浜田市金城町小国ハ435番5地先

浜田市金城町小国ハ435番5地先

市道廃止路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最小幅員 最大幅員

49-3-047 小国47号線 66.0 m 3.9 m 4.7 m

以下余白

41



廃 止

廃止箇所

浜田市金城町小国

小国47号線

延長 66.0m

幅員 3.9m～4.7m

位置図

詳細図

廃止路線

国道186号線

浜田方面

広島方面

小国47号線

弥栄旭インター線
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同意第 9 号 

 

浜田市農業委員会委員の任命について 

 

浜田市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する

法律第 8 条第 1 項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和 7 年 12 月 1 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 



2 

 

住 所 （省略） 

職 業 団体役員 

氏 名 堀  哲 也 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

前任者   稲 田 勝 志（令和 7 年 8 月 31 日まで） 

任 期   前任者の残任期間（令和 9 年 2 月 28 日まで） 

根拠法   農業委員会等に関する法律第 10 条第 1 項 

 

 


